
平成 24 年 10 月 15 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小松市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 小松市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見啓発講座の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修の名称】 

   「小松市市民後見啓発講座」 

  

【研修対象者】 

・ 成年後見制度に興味があること。 

・ 社会貢献に対する意欲と熱意があること。 

・ 高齢者，障がい者等に対する福祉に理解と熱意があること。 

・ 講座のすべての課程を受講できる見込みがあること。 

 

 【研修カリキュラム等】 

    6回 20時間程度 

  以下の内容等について研修プログラムに取り入れる。 

  ① 成年後見制度の概要 

  ② 認知症，知的障がい，精神障がいについての理解 

  ③ 民法の基礎，関係制度・法律 

  ④ 後見人等の職務（財産管理と身上監護） 

 

【講師】 

  ・社会福祉士，弁護士，司法書士，行政職員等 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 24年 10月 研修カリキュラムの策定、講座受講者の募集 

24年 11月 第 1回 成年後見制度の概要 

24年 11月 第 2回 現在の受任状況について，市民後見人とは 

24年 11月 第 3回 後見人の職務（財産管理と身上監護） 

福祉サービス利用支援事業について 

24年 11月 第 4回 障がいのある人の特性と理解 

認知症既往礼者の特性と理解 

24年 12月 第 5回 虐待と権利擁護，福祉サービスと社会資源 

24年 12月 第 6回 品川成年後見センターの取組みと現状について 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 24 年 10 月 15 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小松市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 小松市社会福祉協議会 

委託内容：視察研修実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【視察研修実施】 

  

（1）法人後見制度を先駆的に実施している社会福祉協議会の視察 

視察先：愛媛県八幡浜市社会福祉協議会 

視察日：平成24年11月予定 

参加者： 行政職員、社協職員 

 

（2）市民後見制度を先駆的に実施している社会福祉協議会の視察 

視察先：三重県伊賀市社会福祉協議会 

視察日：平成25年2月予定 

参加者：行政職員、社協職員 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


